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御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 道路、河川等の愛護思想の啓発、災害予防及び美化保全を図るため、道路・河川

等愛護活動を実施する町内会等の団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する

ことを定める。 

（定義） 

第２条 この告示において、町内会等の団体（以下「申請者」という。）とは、次に掲げ

る団体をいう。 

(1) 御前崎市内各町内会 

(2) 御前崎市が道路、河川、公園等の管理業務又は美化活動を委託している団体 

(3) 静岡県及び御前崎市と愛護活動の同意書を締結している団体 

２ この告示において、道路・河川等愛護事業（以下「当該事業」という。）とは、次に

掲げる事業をいう。 

(1) 御前崎市内の県道並びに御前崎市が管理する１級市道、２級市道、その他市道及

び法定外道路の法面等の除草、樹木伐採作業等の事業 

(2) 御前崎市内の二級河川、準用河川、普通河川等の河川敷の除草、樹木伐採作業等

の事業 

(3) 御前崎市が管理する道路の法面等及び御前崎市内の河川等の河川敷内への樹木及

び草花の植栽事業 



(4) 御前崎市が管理する道路側溝における清掃作業 

（補助の対象及び補助率） 

第３条 当該事業の補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。 

２ 補助金算出の単価改定については、平成28年度から５年ごとに検討し、必要に応じ見

直しを行うものとする。ただし、著しい物価の変動、その他市長が必要と認める場合は、

この限りでない。 

（交付の申請） 

第４条 当該事業をする申請者は、御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金交付申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けた場合は、速やかにその内容

を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、御前崎市道路・河川等愛護事業費補助

金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に対して通知するものとする。 

（交付の変更申請） 

第６条 補助金の変更交付を受けようとする者は御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金

変更交付申請書（様式第３号）を、市長に提出しなければならない。 

（交付の変更決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の変更交付申請を受けた場合は、速やかにその

内容を審査し、補助金の変更交付を認めたときは、御前崎市道路・河川等愛護事業費補

助金変更交付決定通知書（様式第４号）により申請者に対して通知するものとする。 

（実績の報告） 

第８条 申請者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の

あった日の属する会計年度の翌会計年度の４月10日のいずれか早い日までに次に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金実績報告書（様式第５号） 

(2) 複数の路線を実施した場合は、明細書（様式第６号） 

（補助金の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定するものとし、補助金交

付確定通知（様式第７号）により申請者に通知しなければならない。 



（補助金の支払） 

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものと

する。 

２ 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、請求書（様式第８号）を市長に提

出しなければならない。 

附 則 

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成18年３月31日告示第33号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日告示第34号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日告示第34号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年２月８日告示第14号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年８月17日告示第122号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年11月２日告示第171号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日告示第80号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金補助対象区分表 

区

分 
補助対象区分 補助金算出 その他 

道

路 

道路敷の草刈

り作業 

28円／ｍ２ 少量の枝打ち作業等を含む。 

道路敷の樹木 105円／ｍ２ 高所作業等特殊機械を使用する作業



伐採作業 については、別途オペレーター付き

で機械を派遣する。この場合におい

て、補助作業と片付けは、申請者側

で実施する。 

道路敷の竹伐

採作業 

131円／ｍ２ 同上 

道路側溝の清

掃作業 

１万5,000円／回 側溝内のゴミや落葉も含む。清掃範

囲について、100ｍ以上実施した場

合のみ補助の対象とする。 

河

川 

二級河川、準

用河川及び普

通河川等の河

川敷の草刈り

作業 

28円／ｍ２ 少量の枝打ち作業等を含む。 

二級河川、準

用河川及び普

通河川等の河

川敷で市所有

ラジコン式草

刈機を使用し

た作業 

 13円／ｍ² 同上 

二級河川、準

用河川及び普

通河川等の河

川敷の樹木伐

採作業 

105円／ｍ２ 高所作業等特殊機械を使用する作業

については、別途オペレーター付き

で機械を派遣する。この場合におい

て、補助作業と片付けは、申請者側

で実施する。 



二級河川、準

用河川及び普

通河川等の河

川敷の竹伐採

作業 

131円／ｍ２ 同上 

道

路

・

河

川 

苗木及び草花

の植栽に伴う

原 材 料 （ 種

子、苗木、肥

料 、 除 草 剤

等） 

見積り（１団体

につき、原材料

費の50％又は５

万円のどちらか

少ない額） 

 

上

記

全

て 

事務費 1,000円／回  

（注１） 上記以外は対象とならないので、注意すること。 

（注２） 除草・伐採作業単価には、燃料費及び積込運搬作業を含むものとする 

（注３） 除草・伐採作業の補助は、同一箇所につき年２回までとする 

（注４） 植栽の補助は、原材料費のみで、１団体につき５万円を限度とする 

（注５） 補助金交付額は、1,000円未満切捨てとする 

（注６） 側溝清掃作業の補助は、町内会が実施する愛護活動において、１団体につ

き年１回までとする 



様式第１号（第４条関係） 

 



様式第２号（第５条関係） 

 



様式第３号（第６条関係） 

 



様式第４号（第７条関係） 

 



様式第５号（第８条関係） 

 



様式第６号（第８条関係） 

 



様式第７号（第９条関係） 

 



様式第８号（第10条関係） 

 


